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経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）令和4年度第2次補正予算額

背景・課題

事業内容

【資金の流れ】

補助金
文部科学省

大学
国立研究開発法人
民間企業等

JST（基金）
委託

プログラムの特徴
•基礎研究から一歩進んだ応用以降のレベルを主要ターゲット。
•基金により、複数年度にわたり柔軟かつ機動的に研究開発を支援。
資金配分機関を通じ個別技術、システムを公募。

•研究成果は、民生利用のみならず、成果の活用が見込まれる関係
府省において公的利用につなげていくことを指向。国主導による研
究成果の社会実装や市場の誘導につなげていく視点を重視。また、
技術成熟度や技術分野に応じた適切な技術流出対策を導入。

AIや量子など革新的かつ進展が早い技術の出現により、科学技術・イノベーションの推進が国際競争の中核となっており、そうした中、我が
国が技術的優位性を高め、不可欠性の確保につなげていくためには、研究基盤を強化することはもちろんのこと、市場経済のメカニズムのみ
に委ねるのではなく、国が強力に重要技術の研究開発を進め、育成していくことが必要。令和３年度より本プログラムの検討を進め、
令和４年９月に支援対象とすべき技術を示す研究開発ビジョン（第一次）を決定。

一方、新たな技術のシーズやニーズの台頭、常に変遷する国際情勢・社会情勢等を踏まえ、機動的かつ柔軟な支援を行うためには、研究
開発ビジョンを不断に見直し、本プログラムで支援対象とすべき技術を追加・修正していくことが必要。プログラムを早急に強化することによ
り、先端的な重要技術の育成を加速する。

1,250億円

○経済安全保障の強化推進の観点から、内閣府主導の下で関係府省、文部科学省及び経済産業省が連携し、国のニーズを踏まえて
シーズを育成するための研究開発ビジョンに基づき、我が国が確保すべき先端的な重要技術の研究開発から実証・実用化までを支援
する。

（令和3年度補正予算額 1,250億円）

成
果・・・

フェーズ２ ステージゲート

双方向の意思疎通 双方向の意思疎通

関係省庁が関わる仕組み（官民協議会等による伴走支援）
プロジェクトごとに適切な技術流出対策を措置

ステージゲートフェーズ１

ステージゲートフェーズ１ フェーズ２ ステージゲート

【プログラム推進イメージ】
プログラムの取組

成果の活用

【物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策（令和4年10月28日 閣議決定）】 Ⅳ．４．外交・安全保障環境の変化への対応
経済安全保障については、量子やAI等の先端的な重要技術に関し、研究開発から実証・実用化に向けた技術開発までを支援する枠組みについて、速やかに5,000億円規模
とする。

【研究開発ビジョン（第一次）（令和4年9月16日経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議決定）】
・「先端的な重要技術（AI、量子等）」と「社会や人の活動等が関わる場としての領域（海洋、宇宙・航空等）」の掛け合わせを考慮。
（支援対象とする技術）海洋領域：７技術、宇宙・航空領域：１４技術、領域横断・サイバー空間領域、バイオ領域：６技術
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